
区分

具体例 搬入条件
受入施設
受入数量

ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ、塗料
用ｽﾌﾟﾚｰ缶

ガス抜きキャップ等で中身を出し切る
こと
ガス抜きキャップがないものは、噴射
口を下にして地面に押し付けるなどし
て中身を出し切ること

資源化ｾﾝﾀｰ
50㎏

2ｍ以下×1.5ｍ以下
事業者による搬入は不可
頑丈なシャッター(重量シャッター）は分
解して搬入すること

資源化ｾﾝﾀｰ
2枚

2ｍ以下×1.5ｍ以下 事業者による搬入は不可
資源化ｾﾝﾀｰ

1台

冷媒配管 2ｍ以下 事業者による搬入は不可 埋立場10㎏

ｽﾄｰﾌﾞ、ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 家庭用のもの 事業者による搬入は不可
燃料を使い切ること
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

（厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリング
を含まないもの）　2ｍ以下×1ｍ以下

事業者による搬入は不可
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

電池を取り除くこと。電池の搬入は、区
分Ｎを参照

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

（上記以外のもの）　2ｍ以下
事業者による搬入は不可 埋立場2個

F　金属くず類（1/3）
表中受入数量は１法人(者）１日最大量
福岡市一般廃棄物収集運搬許可業者による家庭系廃棄物の搬入の場合は、表中「事業
者による搬入は不可」としている廃棄物についても原則受け入れる

廃棄物の種類

スプレー缶類

ｼｬｯﾀｰ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
類

流し台、浴槽（ｽﾃ
ﾝﾚｽ製）

銅管

暖房器具（オイル
ヒーターを除く）

トレーニング機器
（健康器具）

ﾙｰﾑﾗﾝﾅｰ、ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾏ
ｼｰﾝ、ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾏｼｰ
ﾝ、ぶら下がり健康器
具、電動マッサージ
器、あんま機
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区分

具体例 搬入条件
受入施設
受入数量

ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

資源化ｾﾝﾀｰ
１００㎏

（耐火性のもの）
50ｃｍ以下×50ｃｍ以下×50ｃｍ以下

事業者による搬入は不可
扉を分離すること。分離できない場合
は、扉が閉まらないよう手当てするこ
と。中を空にしておくこと

埋立場1個

（非耐火性のもの）
1ｍ以下×1ｍ以下×1ｍ以下

事業者による搬入は不可
開放した状態とし、中を空にしておくこ
と

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

（厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリング
を含まないもの）
2ｍ以下×1ｍ以下×0.7ｍ以下

事業者による搬入は不可
窓枠、開き戸などのガラスは除去する
こと。搬入については区分Ｋを参照す
ること

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

(上記以外のもの。断熱材が除去できな
いもの）

事業者による搬入は不可
埋立場2個

ポット・卓上一口ｺﾝﾛ ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ・ｶﾞｽｺﾝﾛ・ ｶﾞ
ｽﾃ-ﾌﾞﾙ・
ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋ-ﾀ-・瞬間
湯沸器・風呂釜・ｵ-
ﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ、電子ﾚﾝｼﾞ

家庭用で圧力容器を含まないもの
厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以上
の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリングを
含まないもの

事業者による搬入は不可
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

資源化ｾﾝﾀｰ
1個

2ｍ以下×1ｍ以下×0.7ｍ以下 事業者による搬入は不可 資源化ｾﾝﾀｰ
1個

厚み3.2mm以上の鉄板、補強材を含まな
いもの

事業者による搬入は不可
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断するこ
と。ﾗﾝﾌﾟ、ｶﾞﾗｽは分離除去すること。搬入
については区分Ｋを参照すること

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

自転車、一輪車（乗
用及び荷運搬用）、
三輪車

事業者による搬入は不可
パッカー車での搬入禁止 資源化ｾﾝﾀｰ

2台

台車 事業者による搬入は不可 資源化ｾﾝﾀｰ
1台

事業者による搬入は不可
パッカー車での搬入禁止

資源化ｾﾝﾀｰ
1台

（厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板ﾊﾞﾈ、鋳物、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾜｲ
ﾔｰを含まないもの）　2ｍ以下×1ｍ以下
×0.7ｍ以下

事業者による搬入は不可

資源化ｾﾝﾀｰ
2個

（上記以外のもの）　2ｍ以下 事業者による搬入は不可 埋立場2個

洗浄等により、内容物を除去し、爆発、
火災等の危険性がないもの有機物の付
着がないもの

事業者による搬入は不可
必ず蓋を開放すること

資源化ｾﾝﾀｰ
100㎏

塗料等が付着し固化しており、容易に分
離不可能なもの。有機物等の付着があ
るもの

事業者による搬入は不可
必ず蓋を開放すること

埋立場100㎏

かつ0.05ｍ3

2ｍ以下
事業者による搬入は不可 資源化ｾﾝﾀｰ

１個

（厚み3.2㎜以上の鉄板、直径4.5㎜以上
の丸鋼及び板バネ、鋳物、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを含
まないもの)2ｍ以下×1ｍ以下×0.7ｍ以
下

産業廃棄物は搬入不可
ガラス等は除去すること 資源化ｾﾝﾀｰ

100㎏

（上記以外のもの）　2ｍ以下
産業廃棄物は搬入不可 埋立場100㎏

かつ0.05ｍ3

F　金属くず類（2/3）
表中受入数量は１法人(者）１日最大量
福岡市一般廃棄物収集運搬許可業者による家庭系廃棄物の搬入の場合は、表中「事業者による
搬入は不可」としている廃棄物についても原則受け入れる

廃棄物の種類

電工ドラム

金庫

建具

カーテンレール

小型調理器

湯沸器・
調理器

電気盤、通信機
器盤

照明器具

自転車・一輪車

ﾘﾔｶｰ

車椅子

金属製家具類
机、ﾛｯｶｰ、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、
椅子、ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾗｿﾙ

使用後のペール
缶、一斗缶

塗料用金属容器

車のバンパー
(金属製）

生活雑貨類

食品･飲料･洗剤の空
き容器、装飾品類、
食器、壺、本立て、傘
等小型のもの
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区分

具体例 搬入条件
受入施設
受入数量

ポンプ、コンプレッ
サー

一辺の最大長さ５０㎝以下
内蔵の油等が除去されたもの

事業者による搬入は不可
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

埋立場　2個

ﾊﾞﾝﾄﾞ、帯鉄、ﾜｲﾔｰ、
番線、針金、ﾌｪﾝｽ、
束線、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、針金
ﾊﾝｶﾞｰ、ﾁｪｰﾝ、ﾀｲﾔ
ﾁｪｰﾝ、ﾜｲﾔｰ入り提
灯、金属製の網

２m以下 事業者による搬入は不可
巻いた状態のものは搬入禁止

２m以下の長さに切断すること

埋立場100㎏

かつ0.05ｍ3

家庭用のもの 事業者による搬入は不可
灯油、ガス等が残っているものは搬入
禁止

埋立場1個

事業者による搬入は不可
天板を取り除くこと 埋立場1個

（厚み3.2㎜以上の鉄板、直径4.5㎜以上
の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリングを
含まないもの）　2m以下×1.5m以下

事業者による搬入は不可
農業用ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ用ﾊﾟｲﾌﾟについて
は、搬入禁止

資源化ｾﾝﾀｰ
100㎏

（上記以外のもの）
２ｍ以下

事業者による搬入は不可
農業用ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ用ﾊﾟｲﾌﾟについて
は、搬入禁止

埋立場100㎏

かつ0.05ｍ3

一般家庭(釣り）用のみ受入　事業者
による搬入は不可 埋立場10個

1.8ｍ以下×1ｍ以下 事業者による搬入は不可
器具の内蔵オイル等も取り除いたもの
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと

資源化ｾﾝﾀｰ
２個

包丁、工具の刃、
釘、針

厚手の紙等に包み職員に手渡すこと 資源化ｾﾝﾀｰ
10㎏

（厚み3.2mm以上の鉄板、直径4.5mm以
上の丸鋼及び板バネ、鋳物、スプリング
を含まないもの）　2ｍ以下×1.5ｍ以下

事業者による搬入は不可
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと　※ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰの鉛文字は搬入禁
止　※ﾊﾟﾁﾝｺ玉は箱に入れ職員に手渡
すこと

資源化ｾﾝﾀｰ
100㎏

（上記以外のもの）
２ｍ以下

事業者による搬入は不可
ｺｰﾄﾞ類は除去し、2ｍ以下に切断する
こと　※ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰの鉛文字は搬入禁
止

埋立場100㎏

かつ0.05ｍ3

F　金属くず類（3/3）
表中受入数量は１法人(者）１日最大量
福岡市一般廃棄物収集運搬許可業者による家庭系廃棄物の搬入の場合は、表中「事業者による
搬入は不可」としている廃棄物についても原則受け入れる

廃棄物の種類

機器類

ﾜｲﾔｰ状、ｺｰﾄﾞ
状、ﾁｪｰﾝ状、ﾌｪﾝ
ｽ状、網状のもの

ﾎﾞｲﾗｰ（灯油・ガス
用）・金属製灯油タ
ンク

ﾄﾞﾗﾑ缶

支柱・ﾊﾟｲﾌﾟ類

ｱﾝﾃﾅ、車庫支柱、ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾊｳｽ（家庭菜園
に限る）用ﾊﾟｲﾌﾟ

釣り用おもり（鉛
製）

ｵｲﾙﾋｰﾀｰ

鋭利なもの

その他の金属類

ﾐｼﾝ、ﾌﾞﾘｷ、ﾊﾞﾈ、ﾀｲ
ﾌﾟﾗｲﾀｰ、ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃ
ﾅ、ｽｹｰﾄボード、ﾊﾟﾁ
ﾝｺ玉
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